
サービス書（紙・モバイル）

企業請案件



②サービス書（モバイルシステム）の登録
モバイルシステムにてサービス書を作成して、お客様からサインを受領し、登録してください。

〈サービス書作成方法〉
・作業前に登録した見積書から呼び出して作成
・各項目を入力して作成（見積書登録と同様）
※詳しい作成方法については「モバイルシステム操作マニュアル」を参照

作業完了後、下記を行ってください。

①サービス書（紙）の作成
JBR指定のサービス書に、作業内容、代金の直収がある場合は金額を記入し、3枚目か4枚目の作業完了書
をお客様にお渡しください。
※詳しくは「新サービス書(紙)マニュアル」を参照

サービス書（紙・モバイル）について

以上サービス書の処理を行った後、お客様に挨拶をし、現場を撤退してください。
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